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市町村型浄化槽

個人設置の浄化槽や単独浄化槽は含みません

浄化槽譲渡対象フローチャート

譲渡対象ではありません

譲渡対象ではありません

譲渡対象ではありません

譲渡条件①

譲渡条件②
譲渡後の維持管理を

適正に行います。

浄化槽設置・使用後

１０年以上である。

浄化槽を設置・使用してから
１０年に満たないものは
対象外となります。

お使いの浄化槽を譲渡します

所定の様式に維持管理を行う
旨の書類提出と、維持管理を
委託する業者との契約書の写し
等が必要となります。

市が管理し、毎月使用料をいただている浄化槽です

市に寄付された浄化槽も含みます


